
第″4）章　 知的所有権

インターネットと著作権

S1わが国の著作権法が初めてサイバースペースへの本格的な対応を開始･･1

はじめ に

1997年 度は、 わが国 の 万作 柿法が 初めて サ イバースペー スへ

の 本格的な対 応を開始し た年 とし て、法律 関係 片お よびイン タ

ーネット関係 名･の､沚檍に残さ れることに なろ う

I眺刄のiﾓ 妛諸jl･|は、 著作柿の 保護に関す るベ ルヌ条約 に加盟

して おり、こ れをベ ースに国内 法化した 衵l如) 万作 袙法にJ,りづ

いて 著作棣の保 護が図ら れてい る 、

こ の 条約が1886 年 に採 択さ れて以 来、 一方では、そ の後に令

場し たレコ ード、放送、 ビデ オなどといっ た新技術の波 に対応

するための 変容を･R ねつつ 、 他方では、や や法制度の 咒なる 米

j *1 さえも近時 は内 部に組 み 入れるこ とに よっ て、ベ ルヌ体制は

11≪:紀以ll の なが きにわ たり、 訊:作柿 の保 護に関 する 世界的 な

枠組 みの役割を扣っ て きた､I

とこ ろが、屯 ｆ ネット ワー クを 介したデ ジ タル杵作物の 流迦

とい う新た なパラ ダイムへの移 行を迎え た現在、こ れに対する

対応をめ く≒ て 、ベ ル ヌ体制は 次 第に 拝迷の 色を深 めている

デジタル 著作物と電子 ネットワ ーク

す なわち、 アナロ グ耆作物と比 恢した デジ タルX:忤物の 城 人

の特質は 、 複製お よび改変 の容 易性 とい う点 である　 しか も．

デジ タルの|ltＷでは、 コピーに より全く同･ の ものを 作り出す

ことがで きるので、な にが オリ ジナ ルでな にが 複製物 なの かを

確 定するこ とす ら物理的 には無 意味と なるレ‘I=慂 らに、 イン タ

ー ネットの ような電ｆ ネットワ ー クを使JI｣すれば、地球的 規模

で瞬時 に人:I;:の デ ジタルコンテ ンツを自山 に送受仁するこ とが

叮能 となる

以|このよ うな人類が 初めて耗験 する領域 への移行途| 二にお い

て、 コンテ ンツのIII際競 争力に勝 る先進jlllは、 前記特 質を理山

に ネットワ ークを 介し た||IE界規模 での大:I;:の不llモコピ ーの 発生

お よび流辿を 危惧 する 声を背 景として、 著作棣を中心 とし た知

的所 有権保､溲の 強化という対 応方針を打 ち出している　･･==

欧米における 権利保護 拡大・強化の 動向

まず囗 欧州で は、 万作 柚に よる コンピュ ー タプロ グラムの傑

護を内容 とする1991 年のE じ指 令を皮切 りに、1991 年には 「情

Ⅲ化社 会への ヨーロ ッパの 途」構 想を 公表し 、1996 年3J」には

デ ー タベ ー ス保､溲に 関す るEU 指 令が採 択 され、こ れを受け て

汨jll盟国では国 内で ヽy法化か進め られてい る 、この指 令は、創

作性 に乏しい 素材である がゆえに 従 来は法的 保､溲の対 象となら

ない とさ れてい た「フ ァ クト ・デ ー タベ ース」に関し、 デー タ

ベー ス俳 築に妛する Ｑ人な投資を 保護する とい う 地地か ら、デ

ー タベ ー ス作成 矜にSuigenoris Right と||乎ば れる 独自の 禄利

（｀11該デー タベー スの実 質的な 部分 に関する 「抽 川権」 と7 11」:

利川 権」〕を 付jJ･し てこ れを保､溲し ようとす る もので ある｡ 以

卜の よう に、欧州で は情 報化 社会への対応 として、プロ グラム

からコ ンテンツ 令般 に保､溲を拡 人・強化し ようとする 強固 な意

思 表示を読 みとることがで きる

他 方、 米国 も、 クリント ン人統 欲が就 任1111:後に「桔 報スー パ

ーハ イウェ イ」の 名 前で知 ら れる「NII 「全米･|`Il」報 インフ ラ ス

ト インターネット白書'98

トラ クチ ャ ー）構想」 を捉 唱す る とともに 、［情 擢雌盤 タス ク

フ ォース］（11TF 卜i･を糾 織して いる。IITF の 情 悵政 策委Ｕ 会

に設概さ れた知的川･産権ワー クグル ープ は、情 報スー パーハ イ

ウェ イ実 現 に 要す る 知的 財 産 抽政 策の 検 討 を テ ーマ とし て 、

1991 年7月 の「 グリ ー ンペ ー パー」帽 こ続 き、1995 年9 月に は

ぐホワ イトペ ー パー」=j･･と呼 ば れる 報占書 を 公 衣し て、 デ ジ タ

ルX:作怜の保､溲強化策を打 ち川している、こ れらの 報告書で は、

メモリーへ の 一時的蓄 積は 複製に該ヽ11す るという 米国特有 のF.

張を 前提 として 、 ネットワ ー クllの 芯:作物 を利川 する 行為は 、

メモリ ーへのｰ| 時的 蓄積を 伴う ので 複製行 為に､泱ヽliす るとし 、

また、 ネット ワー クに アップロ ードする 行為は 複製物の配 布行

為にあたる として 「狐布flit (distribution)」 による保 護を及ぼ

そうとして きた､I

WIPO 条約と わが国の著 作権法改正

このような|攻米の動向を背 景として、 国連の 引Ilj機関である

WIPO （||ICμ知的 所有権機 関）を舞台 にレ 袴作棣 保､遙に関する

圓 祭的､調和の 見地 からベ ルヌ条約の改定 作 裘が続け られてい る

が、その 一環と して、1996 年12 月にジュ ネーブ`で 開催された外

交会議によって、「WIPO 杵作 怜 条約」心お よび 「WIPO 実演 ・

レコード 条約」･おとが採択 された

そこで、 わがJIIIで もこ れらの 条約を批准 する ために必要 とさ

れる国内 法 整備 を 川的 とし て、1997 年6 月に 軒作 楴法 改正が 実

施され、1998 年| 月１川から施 行されてい る。

［WIPO X: 作棣 条約］ では、 初めてプ ロ グラムの 著作権 によ

る保､涯が 条約巾に 明文化さ れたほ か、「頒布 権」あなどと並 び、

屯f･ ネット ワー クへの対 応として 「公衆へ の伝達 権」が認 めら

れた……こ れは、右線 または無線の 方法に よる 杵作物 の 公衆へ の

伝達を許諾する排 他的権 利であ り、 当該 著作物を 公衆に提示 さ

れた状態にii゙ 1’:くことを 含むもの とされてい る、 わが 国では 、す

でに1986 年の改IIﾐに より、プロ グラ ムの 杵作楴 による保 護を|り』

文化し、 また、|lt峇に 先駆けて、 リ クエ ストを受け て行う 送信

に係る「 有線 送信権」 を創設し てい たI　しかし、こ の改 正は イ

ン ター ネット を念頭に 置い た もの ではない だけで なく、こ の楴

利は法･文の字 句どおり 「有線」 に|很られ ているの に対し、こ の

条約では 衛 星 イン ター ネットな ど も想 定し て、「無線」 につい

ても保､浬対 象とされてい る　 また、 わが 閥の「 有線 送1,1権」 で

は、対 象行 為が 「送1,1行 為」自 体に限 定さ れてい たの に対し 、

この 条約で は送悁1行 為の 前段陪であ る 「公衆に提示 さ れる状 態

に置くこと」 を含めて、 より広 く保､溏の対 象とさ れている。 そ

こで、こ の 条約 に基づ き、「無線 」お よび 「公 衆に提示 さ れる

状態に 置くこ と」につい ても保､溲対象とし たのが、 今川の法改

||ﾐで設けら れたF 公衆送f,湘 」（23 条）であ る

次 に、「WIPO 実演 ・レ コード 条約 」で は、 著作 肴が 有する

許諾権との 競合川避を理IIIとして 、実演家 ・レコード 製作 者に

対し「送信 行為」|’|体につい ては棣利を 認めなかっ た。しかし、

この 条約 はこ れらの 肴の 利 益を 保､菠する た め、 その 前段 階の

「 公衆に提示 される状態 に 置く」 行 為に関しこ て れらの 者の 許

諾権を認め た　わが川の 改IIﾐ前の 万作権法 では、生実 演などの

場介を除い て、 これらの 者には権 利が及ば ない もの とされてい
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たの で、この 条約 にわが国の 為:作権 法を辿 合させるために 、今

川の 法改IIﾐでこ れらの 矜に 「送信可 能化扣: ｛92 条の2お よび96

条の2｝ とい う権利が 付 ’j･されるこ とにな-Jた;巾

以ll の改II｛の結 米、 名:作 扣法では 、他 人の1り作物を 肌断 で自

分の サーバーヘ アップ ロードする 行為は 名:作 怜法llの［ 複･製扣］

侵害に、 ネット十.で利Jlj名･からのリ クエ スト に応じて イン タラ

クテ イブ 送信す る行為は 「公 衆送信 柿」 侵害となるこ とになっ

た． また 、実演 家やレ コー ド製作 者な どに も「送f,い1」’能 化柚」

レ　　とい う新た な権 利が認めら れたので 、レコード を無断で ＷＣｂで

流せばレ コード 製作 者などの 「送 信叮能化 柿」 侵書が 成ヽyする

で．　　ことになるリI　この ような意味で 今川の改【|ﾓは冒頭 に述べた意

義 を 右している ことになる

他 方、ＥＵはWIPO 外交 会議 の席で も、 前述 のデ ー タベ ー ス

］　 保､菠に関す る指令と同 じ内容の 条約を採択 する よう求めていた

ｙ　 が、 審議 不| 一分 のま ま1997 年9 月のWIPD 引Ilj家 会議 に持ち越

ご　　され、この 会議で もコンセ ンサスが得ら れなかっ たので、 今後

ノ　 の継続|嶌､濆に委ねられるこ とになっ たjl=･

で。　　保 護 拡 大 ・強 化 の 動 向 を め ぐ る 対 立

ｊ　　　 とこ ろ で 、 以 上 の よ う な 楴 利 保 護 拡 人 ・ 強 化 の 動 向 に つ い て

＝　 は 各 方向 か ら 異 論 もIIIMえ ら れ て い る｡

米 国 を 例 と し て 説 明 す れ ば 、 ま ず 、Richard M.Stal ］mallが 、

と･　　知 的 所 有 権 に よ る ソ フ ト ウ ェ ア の 囲 い 込 み は 乢 に プ ロ グ ラ マ ー

問 に 敵 対 関 係 を 発 乍 さ せ る だ け で あ る と し て 反 対 し 、 フ リ ー ソ

レ　　フ ト ウ ェ ア に 関 す る 「（;ＮＵプ ロ ジ ェ ク ト） を祁 進 し ［co  pyldt ］

・　　を捉11111し て き た こ と は あ ま り に も有 名 で あ る 气 。 次 に 、 米 国 の

Ｊ　　前 記 「 グリ ー ン ・ペ ー パ ー」 に お け る 提II川 こ基 づ き 、 ネ ッ ト ワ

ー ク時 代 に お け る フ ェ アユ ー ス （ 公llﾓ使JID の あ り 方に 関 す る

ガ イド ラ イン の 作 成 を|| 的 とし て 、ＣＯ ＮＦＵ （ＣＯＮｆｅrｅｎｃｃ ｏ ｎ

＝　　Fair U ｓｅ） が 組 織 さ れ、 裄作 権 者 惻 お よ び 利 川 者 惻 の100 近 い

万　　団 体 が 参 加 し て 協､議し た結 米 、1996 年12J 」、 各種 の ガ イド ラ イ

ン の 提 案 を 含 ん だ レ ポ ー ト が 発 表 さ れ か･ ‥、し か し 、 参 加 団 体

ｊ　　か ら は 、 あ ま り に フ ェ アユ ー スの 範 囲 をj劃定 的 に 解 釈 す る もの

で あ る な ど の 批 判 が 続 出 し て 支 持 が 得 ら れ ず 、1997 年､IJ」段 階

：　　で は 、 コ ンセ ン サ ス取 得 に 失敗 し た と い う 声 明 す ら 出 さ れ て い

る｡

;］　　 他 方、 産 業 界 内 部 で も 令 而的 に 著 作 権 に よ る 保 護 強 化 に 竹成

ｊ　　し て い る わけ で は な い｡ 米 国 で は 前 記 ［ ホ ワ イト ペ ー パ ー ］ 公

衣 と同 時 に 、 そ の 一部 を 内 容 と す る 「Nll 法 案 」 が 米議 会 に 提

図1　 著作 権 審議 会マ ルチ メデ ィ ア小 委員 会審 議経 過報 告書
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出された　 この法案で は、X: 作権 侵害 剔'|身 は資力 に乏しい ケ

ー スが 多い ことを理 山に、 イン ター ネット ・サービ ス・プ ロバ

イダーに 対し、サ ービ ス提 供 行とし て　一定限 度叭しい 貞任 を負

わせるこ とによってX: 作棣 保､漫を図 るとい う政 策を 採ろう とし　　レ

た 、しか し、この点 などが 原因と なっ てプ ロバ イダからの 強い　　ミ

J乂対 に遣い 、結同1996 年 木には 廃案 となっ てい るI　ところが 、

こ れに代 わっ て1998 年IJ｣30 日、プ ロバ イダーの責 任を 多少|災

定しつつ､訖める とい うI)igital Millenium Copyright act が 米ll

院li｣法 委Ｕ 会で111決 された イ･・

権利の実現方 法をめぐる 問題　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：

次 に、甲.に 条約や､y 法に より権利関 係を 整備 して も、 只一体的

な 権利の実現 方法を どのよ うに構築す るのか とい う点 も人きな

問 題であ る

電f･ ネット ワー クで は、 人 辰かつ多 様な種 類のコ ンテン ツが　]

消 費されるので 、その 柿利保､涯だけで なく、 人 隘の 楴利処理 に　　ぐ

適 した利便竹 とコスト軽減が 強く 要I;Iliされてい る．

わが国の 為:作権法は 、 本末自由に 認めら れてい る 私的録I'･?録

11111につき、デ ジ タルX:作物の 前記特 質を理巾 に例外 を認め、 デ　　：

ジ タル機 器類や空の媒 体の代 金に|こ乗せして 購人 者から 補償金

を徴収す るとい う 制皮を採 川 してお り(|0  1条の2以 目 、こ れ

をデ ジ タル 杵作物 令般 の 柿利 処理 に 及ぼ そ う とする 意 見 もあ　　く

る　し かし、 これで は 税 金を 徴収 されて いる の と同じ であ り、

実際の 万作 権 汨 こ1111く見込 みが令 くないので 解決 にはならない

として、この 方法に反 対する声 も強い ．

また、 行政の関'j･の ﾄ で゙X: 作権 の集中竹即 を行 うという 方法　　=y

も 考えら れている　 わが国 では、 著作柿に 関する 仲介 業務法に　　ｙ

よる仲 介 袰務実施の 許I･｣｜|』に基づ き、JΛSR ΛＣ 川 本l,'ll楽X: 作

権la 会j などの指定 川体が 仲介業 務団体 として活 動を行っ てい

る　こ れに対 し、1997 年|(川20 囗、｢11j　日 本パー ソナ ルコン

ピュ ー タソフト ウェ ア|嶌会が、 集中竹理 方式|″|体 のｲ川｣性 は認　 ｊ

めつつ も、これ に｢ 国や 行政が 介人して 、指定団 体が特定 分野　　ヤ

を独占 的に竹理 すると、X: 作権使 川料 などにおい て競 争原理が　　ｊ

働かず 、交渉の 余地がな くなり 、利川 片は鳥い 使11』料を払 わざ

るを 得な くなる｣｢ 柿 利 片側に とって も 、高額 な使Jl｣料負担 に

よる利 川 片の利 川搾 えが 進み、 本来発 生するは ずの経 済的迷 元　　ン

を 得る 機 会を 尖う｣ な どの批判 を行い 、 名:作 怜集中竹理 に法的　　万

規制は必 要ない とす る意 見を公表してい る.････.

他 方、デ ジ タルX: 作柚 の電f 一的 集中 竹 理 シ ステム( ＥＣＭＳ:

Electronic Copyright Management S ｙs脯ｍ) を民間の Ｆで構

築し、佃 々の 万作柿 片が 自ら決 定した 対価を取 得で きる ように

し ようとする動 き もある､I わが 国におけ る代 衣格が、 森亮･ 教

授 が 提1111Sす る 超 流 辿 お よ び 北 川 片 太郎 教 授 が 提 唱 す る　　Ｊ

ＣＯＰＹＭＡＲＴである.に　た しかにこ れらの 方式では 行政の 介人　　、

による独占的 竹理の ような問 題は解消 する　 しかし、|ふK では

い かなる 不IIミコピー対 策を 講じるのか が、 後名･では コピープロ

テ クトお よび料金徴収 のため にハード ウェ アなどの装 着を 要求　　万

するのであ れば正規ユ ーザ ーの利便性 を棚 なうおそ れがない の　　フ

かどう かが 各々問 題とな ろう　 そ こで、｢ 電f･ 透 かし」 技術 の

導人に よりIIﾐ規利月丿片かと うかを 判別する とと もに、サ ーチ ロ

ボットを 応JI｣したX: 作柿 侵害監視川 ロボ ット にサ イバー スペ ー

スを巡川 させ て｢ 屯f･ 透か し｣ と照 合させ ること によ９ て 、 杵　　l=

作楴侵害を 発見させ ようとする技 術も開 発されてい るII，　　　　　j

利 用者のプライ バシー保護と の対 立

しかし 、サ イバー スペ ースにおけ るX:作 棣の電 子的管J111 ･般

に対して は、 もし コンテ ンツの中 身を 見るため に自動的 に課 金

されるこ とを覚悟 して ダウンロ ードし なけ れば ならない とすれ

ば、現実 窄闘の書 店で 本を購人す る場 介のよう な･yち読 みによ
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る本の選択 もで きない ことに なるし、現 実空間の占 店に､冫ち寄

って 本を購 人する場 合には購 入履歴が 残らないの に対し、サ イ

バー スペ ー スでは コンテン ツ購入に伴い 課金の ために購人履|だ

が必ず残る とすれば、 利川 行のプ ラ イバシーが 裸にされてし ま

うとして危惧 する意 見も11111えられてい る、

お わり に

以|この ように、デ ジ タルX:作物の 保護を巡り、 多様な利害を

ｲ|‘する関係 者がさ まざ まな 意見をF.張し ている とい うのが現 在

の姿であ り、 ベ ルヌ体 制は、採 択 後目lt紀 を経て 、 今や 思い も

よらなかっ た新 匯界を 彷徨している のであ る。

(岡村久道・ 弁､遙十　近畿大学)

注I　 ベ ル ヌ 条 約 の 変 容 過 程 と 電r･ ネ ッ ト ワ ー ク に つ い て は
、

名 和 小 太

郎y サ イ バ ー ス ペ ー ス の 剔 乍 権j･ 中 公 新､11= 口996 年 ） 参 照ﾕ

注2　 も っ
と も

、
取 引 な ど を 証|ﾘ ］す る た め に デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ を 使 川

す る 場 介
、

複 製 及 び 改 変 の 容 易 性 ゆ え に
、

ど れ が 真 性 な も の な の

か 判 別 が 不 ｕf 能 に な る と い う 問 題 も 発 生 す る　 こ れ は 万 作 権 の 問

；　　　　
題 で は な い が

、
竃r･ 商 収 引 な ど で は 解 決 せ ざ る を 得 な い 亟 要 な セ

キ ュ リ テ イ 上 の 問 題 で あ り
、

こ れ を 川 避 す る た め にlli いj･ 技 術
、

電

ｆ, ＆|| 五岐 び 屯 ｆ 公 証 制| 殳 が 必 要 と な る
．

:･　　 注3　 欧 米 の 動 向 に 関 す る 詳 細 に つ い て は
、

加 藤 幹 之 「 欧 淞 の 著 作 怜 問

題 の 動 向 」 『 科 学 技 術 振 興ljt 袰 団F 帖 報 竹 理 』1998 年3jj り1100n･

以 ド ） 参 照 、

‘　　 注4　11ﾐ 式 名 称 は 、the Information Infrastructure Ｔ;lsk Forcc

(http: iil £ｄ ｏ ｃ.M･ 八 ’ 厂

ソ　　 注5　Green Paper,  Intellectual Properly ａｎ ｄ Ihc Natio Ⅲll Information

Infrastructure.  APreliminary Draft of The report  of  the Working

G ｒ（ ）ｕ ｐ ｏ ｎ Inlercel 】ular Property Rights Ｕlttp:　 ｗ　 ｗ ｗ.iitf.nist.

と　　　　go ｖ/ipc/ipc-fi 】ｃs/ip ｗ ｇ
…
……ip ヽ4･g_draft.html) 参 川

注6 Intellectual Property and I  he Ｎ ａtioll;､ 囗nforniiition Infrastructure
。.　　　The 

Ｒ ｃ ｐ ｏr し
）f the Working Group on Intercellular Property

/　　　　Rights  (http: …………www.uspto･go 丶……ｗeb ………offices  com ………d,lt. ‘･ipnii ………） 参

照 、

ｊ　　
注7　WIPO Copyright Treaty (http:y ………www.wipo.int ………ｅ ｎ ｇ,diplco111

………

distrib treaty02.htm) 参 照I

:　 注 ８ Ｗ Ｈ ）Ｏ Performances and P11 （､notframs Treaty （| 汨p: … ……､4･､A.･､χ･.

万　　　　wipo.int/eng･･'diplconf ……distrib･ ‘.､treaty02.htm)
参 照

、

注9　 こ の 条 約 は
、

第6 条 で 「 頒 布 権 」 を 認 め た

．

こ れ は
、X:

作 肴 は
、

販

よ　　　　
売 ま た は そ の 他 の 所 有 権 の 移 転 に よ り

、
そ の 著 作 物 の 原 作 品 ま た

イ　　　　 は 複 製 物 を 公 衆 に 利 川111 能 に す る こ と を 許 諾 す る 権 利 を が 有 す る

と い う も の で あ る　 な お
、

同 条 第2 瑣 に よ り
、

締 約 閥 に 頒 布 権 に 関

：　　　　 し 「 消 尽 」 を 認 め る 自||| を 認 め て い る ． こ れ は
、

「 フ ァ ー ス ト セ ー

ル ド ク ト リ ン 」 と も|lf ば れ て い る　 つ ま り
、

著 作 物 の 原 作 品 ま た

Ｊ　　　　 は そ の 複 製 物 に つ き
、X;

作 名- の 許 諾 を 取 得 し て 最 初 に 販 売 ま たI よ

：　　　　 そ の 他 の 所 有 権 の 移 転 が 行 わ れ た 場 合 に は
、

頒 布 権 が 消 滅 す る と

い う 規 定 を
、

締 約 閥 が 自 山 に 認 め る こ と が で き る と い う も の で あ

る.

:ﾖ･　　 注 】0 以ll に 述 べ た わ が 国 の 改|| ｛ 経 緯 に つ い て は
、1997

年2 月24 日 の 著 作

権 審 議 会 マ ル チ メ デ イ ア 小 委 日 会 審 議 経 過 報;11 （lmp: ……､､･､､･､､･.

monbu.go.jp singi chosaku 00000007/ ） を 参 照

し　 注11 改iK: 作 権 法 に よ るa 一楽 著 作 棣 へ の 其 体 的 対 応 に 関 し て は
、

JASRAC 川 本 ａ 楽 著 作 楠 心 会 ） の ウ ェ ブ に 掲 秡 さ れ て い るFAQ.

（htlp:. ｗ　 ｗ ｗ.jasrac. ｏｒ.Jpﾉjhp ﾀﾞfaqf..htm)
を 参 照 さ れ た い 〔 図2 〕
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注12 WIPOX: 作 権 条 約 で は 、 ほ か に コ ピ ー プ ロ テ ク シ ョ ン な ど 技 術 的 保

護f 段 の1111避 も 規定 さ れ た が 、 こ の 点 、 わ が 国 の 文化 庁 著作 権審 議　　:､

会マ ル チ メデ ｆア 小 委tl 会 ワ ー キ ン グ・ グ ルー プ （技 術 的 保 護 ・管

理|剔 剔 は 、1998 年２月2011 付 け で 「中 間 ま と め （コ ピ ー プ ロ テ ク　　 で

シ ョ ン な ど 技 術 的 保 護T･ 段 の 回 避 に つ い て 剔 を 公 表 し て い る

｛http: ｗ　ｗｗ.ｍｏｎｂｕ.g０.jp singi chosaku 00000196 コ

汁.13 引 地 信 之 ・引 地 気忠f-  rThink GNU －プ ロ ジェ ク ト ＧＮＵ日 記 と ソ　　=:

フ ト ウ ェ ア の 憂 鬱-」（hltp:　 ｗ　ｗｗ.plaza.hitachi-sk. ｃｏ.jp.･`ｍａsａ-

k doc think-yni 凵119921 参 照ﾕ

注１４ AN INTERIM REPORT ＴＯ　ＴＨＥ COMMISSIONER と い う 題 名　　 ダ

で あ る<http:　 圦’Ｍ’丶ｖ.ｕｓplo･ｇｏｖ ｗeb offices dcom  olia　confu

interim.html) 、 な お 、1997 年9 月 、 こ れ まで のCONFU の 成 果 を 整　　 丿

理 し た 第1 フ ェ ー ズの 報 告､I::（http: ……ｗｗｗ.uspto. β）、……ｗeb ……́o ffict･ｓ ･...･　　で

dcom olia confu conclutoc.html) が 公 表 さ れて い る 、

vi:15 5Hl  II付 けWired Ｎｅｗs の 、Showbiz Hails Copyright Victory　　 ］

amp: 八.vww.wired.com  news ｎｅｗｓ politics  story  ･ p12047.html)　･ ゜

参 照

注16 hUp: ……………wwwjps<u>r.jp/oshirase ………1997'houteki｡･c, ｐｍａｎａｇｅ.htｍ 参 照　　 丿

注17 前 名･に つ い て はhttp 卜sda.k.  tsukuba-tech.ac.jp SdA 、 後 者に つ い

て はhUp: ……………､､･ww.kclc.or.jp……c!ｎ!ho  mi･.htm 参照　　　　　　　　　　　　 二

図2　改正著作権法による音楽著作権への具体的対応がFAQ　　j

としてまとめられているJASRAC  (日本音楽著作権協　　j;

会）のホームページ
http://ｗｗｗ.jasrac. ｏr.jp/jhp/faqf.htm

-　　-匹 匹 匹 馴 口

Ｎ●tslt● http yywww Jasra｡｡rJp/】肺yfiqfhtm

ダ　fojl,９
１． ，141 ．二鬨 オ ご こ と･ ，匚3 冏 Ｉ=

_． ２ １．ン ク.=l, ･ご【4･こ同 す 二‥こ とIE 8 問 ｌ･

･･=･･．３． １ ．･タ ー 今･:･1 .1･j鬨 すl･ こ と.･111〕問.･･

･.=';………4. そ のIIき り 圜.3

演 奏 に関 する こ と（ １ ８ 問 ）

Q  1  U り Ａ 淀 ａ=ごぶ 冐 ； ，7111曲.･Ｊ,1.｢1･.l,I･「 干 莖｣ だ コ...･9 － 卜･ら 奮疉

さ･1･ こ‥: とII.jなQ｣･j='.I_.だ..IASRACIlj と･j.･j=,Ｌ うi ,ン … ………:.･.7.･lt品. こ･續 用t= ふ

秀唄 迎 寸･1･･ｆ･=74 かs ｀

Q2　:･.,(y･.j う 匈lll 叭.･･.'･申 請 駱.E 哭 か｡r.17 弌 ｊ う(,jlh，

Q3 卜lj甲･l i 咋 品･? … …I:･-2'j=:.･.-･■*･ ご.S･.Rr.１.ﾐ?.ｶI･I;t･:l･=!'万一一.･r.‘,l･･1'j'･･-

Ｑ ５ 管 螻 作 品 か･ど う,り｡t,し･･，

Ｑ ６ ぞ･ 廴 盲蓁 団14 卜y｡硲 外ｊ

一ニ シ･ン１･l ｔ ’,た｡｡ こ.y=呷 己

り ７ 寸……･｡ 七｡rll,|,･.y仟’慧 ｊ

ド ツI 几 て巾 け 二 厂･ Ｉ．

Ｑ Ｓ コ ント 一 卜.j 屶 し ぢ

う 匸 」 岫j- ご･卜 い し･J.･ よ

州 附 卜 す̈ ≒

昨 転こ･ 圃,ス仟 亘卜 を,` 1夸;卜f･
ド う ４'nl.

９ ･- 卜 で･鹽ｒ･ ぢ 卜I わ フ． し 傾 廈1? ま

.贍･ む 憚 陏 て 習 業 だIly,１ 泰 と･17･り. リtl

il ●･t11 て･.いま ４ か.，

t の で･すjl･.，

泊l,1111･.'･.よ う にlj ｔ･じ･i･7｣7･ す か･.

11 き 黠 も･.ｙ て,オ ゛｣い.

･ン:j ･..･･て ． ｔ う.j j, 衣= … …i.兄l巨.･.'7 ･.

力 う 才 ケ 歇u 言J1管 理Il,こ て=り.ぺ 諛 明 む,で たIむ ……

カ ラ １ ケ･iJ管 １.爿 懋 痞 が を い だ Ｑ に. 葷.者･･り 団lt な･どｙ･j･ 解 と

･邏 正 ら 管 理 を.I.り …………う:t'こ･･,1.｣カ ギ に ち,l･ と 甼･.,４ す がら

翳 考 ぢ･ｐ! 一管jｒl 忿,と でt i･力7･ イ ｙ 歌 唱･･ｙJ コ:.士･ ユ ー－ ．ｙ｡'，

'かti 才t! ..゙ .11｡

;11 墹 で り..11=1.jjl に 炙･･..ヽシ レ･う ち 町･7･ 音１ 冫.I:llりly 冖.･ 書

i.うＲＡ･ご４ こj?･2･s と Ｊリ･ ）I･:管 理‘_'7･ い ま'1･か. ，

DocumM D4 りe

た を て１ ﾊﾞ.I

諡

Ｉ

Ｕ



http://IWParchives.jp/
mailto:iwp-info@impress.co.jp



